
位置付け変更前の療養期間と、変更後の外出を控えることが推奨される期間 

  

位置付け変更前に感染症法に基づき外出自粛を求められる

期間 

位置付け変更後の外出を控えることが推奨される期間 

（個人の判断） 

（5月 8 日～） 

新型コロナ陽性者 

（有症状） 

発症後※７日間経過するまで 発症後※５日間経過するまで 

かつ、症状軽快から 24時間経過するまでの間 

新型コロナ陽性者 

（無症状） 

・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認 

・検査を行わない場合は 7 日間経過するまで 

検査採取日を発症日（0日）として、5 日間経過するまで 

濃厚接触者 5 日間の外出自粛 なし 

※ 発症日を０日目とします。 


